
運営管理機関：

1．投資方針
• この投資信託は、信託財産の中長期的な安定性と成長性のバラン

スを重視した成長を目指して運用を行います。

• 主として、次項に掲げる各マザーファンド受益証券への投資を通

じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国

内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資

を行い、信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視

した運用を行います。

• 各投資対象資産への投資は、各資産を投資対象とするマザーファ

ンドを通じて行います。また、各マザーファンドは下記の対象指

数に連動する投資成果を目指します。
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• 各マザーファンド受益証券への投資比率は、5年から10年程度の

中長期的な運用収益目標（円短期金利＊1＋4％＊2（年率））の追

求および当ファンド全体の下方リスク水準の低減を目指して決定

するとともに、投資環境に応じて変更します。

＊1 無担保コールＯ／Ｎ物レート（確報）です。

＊2 信託報酬控除後のものです。その他の費用については考慮

しておりません。

• 株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。

• 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。

• 各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高

位を保ちますが、市場環境等を勘案して、投資比率を引き下げる

場合があります。

• 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が

運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合

等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用がで

きない場合があります。

投資対象資産 マザーファンド 対象指数

国内債券 ＲＭ国内債券マザーファンド ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合

ＲＭ先進国債券マザーファンド

（為替ヘッジあり） 

ＲＭ先進国債券マザーファンド
FTSE世界国債インデックス

（除く日本、円換算ベース）

新興国債券 ＲM新興国債券マザーファンド

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシ

ファイド

（円換算ベース）

国内株式 ＲＭ国内株式マザーファンド 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）

先進国株式 ＲＭ先進国株式マザーファンド
ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数

（配当込み、円換算ベース）

新興国株式 ＲＭ新興国株式マザーファンド
ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数

（配当込み、円換算ベース）

国内リート ＲＭ国内リートマザーファンド 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）

先進国リート ＲＭ先進国リートマザーファンド
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数

（除く日本、配当込み、円換算ベース）

先進国債券

FTSE世界国債インデックス

（除く日本、円ヘッジ・円ベース）

＜各マザーファンドが対象とする指数の著作権等について＞

◦ＲＭ国内債券マザーファンド

「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」は、野村フィデューシャリー・リ

サーチ＆コンサルティング株式会社が公表する、日本の公募債券流

通市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組入基準に基づいて

構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算され

ます。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権とその他の一切の権

利は野村證券株式会社に帰属しています。野村證券株式会社は、Ｎ

ＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を

保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を

負いません。

◦ＲＭ新興国債券マザーファンド

「ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円

換算ベース）」は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイ

バーシファイド（米ドルベース）をもとに、委託会社が円換算して

計算したものです。ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイ

バーシファイド（米ドルベース）は、J.P.モルガン・セキュリ

ティーズ・エルエルシー（J.P.Morgan Securities LLC）が算出し公

表している指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にし

た指数であり、指数に関する著作権はJ.P.Morgan Securities LLCに

帰属します。

◦ＲＭ国内株式マザーファンド

「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）」は、日本の株式市場を

広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマー

ケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、ＴＯＰ

ＩＸに関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は株式会社Ｊ

ＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。

◦ＲＭ先進国株式マザーファンド

「ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）」は、

ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（米ドルベース）をもとに委託会社

が円換算して計算したものです。ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数

（米ドルベース）は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先

進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであ

り、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に

帰属します。

◦ＲＭ新興国株式マザーファンド

「ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベー

ス）」は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（米ドルベー

ス）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。ＭＳＣＩエ

マージング・マーケット指数（米ドルベース）は、MSCI Inc.が開

発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を

考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権

利はMSCI Inc.に帰属します。

◦ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー

ス）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世

界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債

券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産

であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有

しています。

◦ＲＭ先進国債券マザーファンド

「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）」は、

FTSE世界国債インデックス（除く日本、米ドルベース）をもとに

委託会社が円換算して計算したものです。FTSE世界国債インデッ

クス（除く日本、米ドルベース）は、FTSE Fixed Income LLCによ

り運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の

時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE 

Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利

はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

◦ＲＭ国内リートマザーファンド

「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」は、東利は株式会社ＪＰＸ総研

または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。京証券取引所

に上場している不動産投資信託（ＲＥＩＴ）全銘柄を対象として算

出した東証ＲＥＩＴ指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を

加えた指数です。なお、指数に関する著作権、知的財産権その他の

一切の権利は株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連

会社に帰属します。



運営管理機関：

2．主要投資対象
ＲＭ国内債券マザーファンド、ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替

ヘッジあり）、ＲＭ先進国債券マザーファンド、ＲＭ新興国債券マ

ザーファンド、ＲＭ国内株式マザーファンド、ＲＭ先進国株式マザー

ファンド、ＲＭ新興国株式マザーファンド、ＲＭ国内リートマザー

ファンドおよびＲＭ先進国リートマザーファンド（以下、各々を「マ

ザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要投資対象とします。

一般社団法人投資信託協会分類：追加型投信／内外／資産複合

■投資信託は、

に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本およ

りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。 ■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方

法に係る情報の提供｣に基づき、当商品の内容を説明するために作成したものであり、当商品の勧誘を目的とするものではありません。 ■投資信託は、

値動きのある有価証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本およ

び運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。

確定拠出年金向け説明資料

本商品は元本確保型の商品ではありません

16．収益分配
原則として年１回の決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。

※収益分配金は、自動的に無手数料で全額再投資されます。

14．ご解約価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額（１万口当たり）

15．信託財産留保額
ありません。

13．お申込手数料
ありません。

17．申込不可日等
金融商品取引所等における取引停止、外国為替取引の停止、決済機能

の停止、その他やむを得ない事情が発生した場合には、購入・換金の

お申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた購入・換金の

お申込みを取消すことがあります。また、確定拠出年金制度上、取得

申込・解約請求ができない場合がありますので、詳しくは運営管理機

関にお問い合わせください。

18

19

3．主な投資制限
• 株式への実質投資割合には、制限を設けません。

• 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得

時において信託財産の純資産総額の20％以下とします。

• 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券

を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％

以下とします。

• 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

• デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と

同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リ

スクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

• 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等に

ついて、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託

財産の純資産総額を超えないものとします。

• 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等

エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ

等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原

則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないもの

とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般

社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を

行うこととします。

4．ベンチマーク
なし

5．信託設定日
2022年12月21日

6．信託期間
無期限

7．償還条項
次のいずれかの場合には、委託会社は事前に受益者の意向を確認し、

受託会社と合意の上、繰上償還することができます。

• 信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなったとき。

• 繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき。

• やむを得ない事情が発生したとき。

8．決算日
年１回決算 11月20日(休業日の場合は翌営業日)

9．信託報酬
ファンドの純資産総額に対して、年率0.88％（税抜0.80％）を乗じて

得た額とします。

内訳（税抜）：委託会社 年率0.385％、販売会社 年率0.385％、受託

会社 年率0.030％

10．信託報酬以外のコスト
• 監査法人に支払うファンドの監査費用は、計算期間を通じて日々計

上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信

託終了のとき信託財産中から支払われます。

• 有価証券等の売買にかかる売買委託手数料、先物取引・オプション

取引等に要する費用は、証券会社等に都度支払われます。

• 外貨建資産の保管等に要する費用は、海外の保管機関に都度支払わ

れます。

• 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等は都度支

払われます。

上記、その他の費用・手数料にかかる消費税等相当額も含みます。こ

れらその他の費用・手数料は、運用状況等により変動するため、事前

に料率、上限額等を示すことはできません。

11．お申込単位
１円以上１円単位

12．お申込価額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額（１万口当たり）

24

※上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形

成されるため、これら費用を表示することができません。

※上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異

なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

◦ＲＭ先進国リートマザーファンド

「Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベー

ス）」は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み）をも

とに委託会社が円換算して計算したものです。Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩ

Ｔ指数（除く日本、配当込み）は、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・イン

デックスLLCが有するＳ＆Ｐグローバル株価指数の採用銘柄の中か

ら、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）および同様の制度に基づく銘柄の

浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数であり、指数に関す

る著作権、知的財産権その他の権利はＳ＆Ｐダウ・ジョーンズ・イ

ンデックスLLCに帰属します。
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20．セーフティネットの有無
当ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者

保護機構の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、

投資者保護基金の補償対象ではありません。

18．課税関係
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基

金連合会等の場合は、収益分配金および換金時・償還時の個別元本

超過額に対する所得税および地方税はかかりません。また、確定拠

出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にか

かる税制が適用されます。

※上記は2023年1月現在のものです。

19．損失の可能性
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値

動きにより影響を受けますが、運用により信託財産に生じた損益は

すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみな

さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落に

より損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

21．持分の計算方法
解約価額×保有口数

注：解約価額が１万口当たりで表示されている場合は、

10,000で除してください。

22．委託会社
りそなアセットマネジメント株式会社

（ファンドの運用の指図を行います。）

23．受託会社
株式会社りそな銀行

（ファンドの財産の保管および管理を行います。

一般社団法人投資信託協会分類：追加型投信／内外／資産複合

りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。 ■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方

法に係る情報の提供｣に基づき、当商品の内容を説明するために作成したものであり、当商品の勧誘を目的とするものではありません。 ■投資信託は、

値動きのある有価証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本およ

び運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。

確定拠出年金向け説明資料

本商品は元本確保型の商品ではありません

24．基準価額の主な変動要因
1.市場リスク

株価変動リスク:株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、

市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。

株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

金利（債券価格）変動リスク:金利（債券価格）は、金融・財政政策、

市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。

債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上が

り）します。債券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因とな

ります。

リートの価格変動リスク:リートの価格は、不動産市況（不動産価格、

賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等

の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金が

その影響を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

為替変動リスク:為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさ

まざまな要因により変動します。当ファンドは、実質的に外貨建資産に投

資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価

額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより

為替変動リスクの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変

動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行

う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差相当分のコ

ストがかかります。

２.資産配分リスク:複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資

を行うため、投資割合が高い資産の価格が下落した場合、当ファンドの基

準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。

3.信用リスク:実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、

発行体の財務状況が悪化した場合またはそれらが予想された場合等には、

当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなることにより、

基準価額の下落要因となります。

4.流動性リスク:時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場

の混乱・取引規制等の理由から流動性が低下している場合、急激かつ多量

の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期待できる

価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、

基準価額が下落する要因となります。

5.カントリーリスク：投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や

経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設や変更によ

り、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあ

ります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿っ

た運用が困難となることがあります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

＜その他の留意点＞

• 「運用収益目標」とは、必ず一定の収益を得ることのできる運用を意味す

るものではなく、記載されている目標リターンの数値は、その達成を示

唆・保証するものではありません。したがって、投資者の元本が保証され

るものではなく、各ファンドの基準価額は下落することがあります。

• 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわ

ゆるクーリングオフ）の適用はありません。

• 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、

当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの

追加設定・解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該

マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基

準価額に影響をおよぼすことがあります。

• 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が

生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時

的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引でき

ないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基

準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが

中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。


